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規規 則則

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 五 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 四 十 号

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 宮 崎 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 一 の ２ の 交 中 「 二 、 三 二 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 六

六 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 六 の ２ 中 「 五 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五

一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 二 の ２ 中 「 一 三 七 、 〇 〇 〇 円 」 を

「 一 三 七 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 五 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 四 十 一 号

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四

十 五 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 九 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

告告 示示

指定年月日所 在 地氏 名
（名 称）

平成19年11月１日小林市細野5273－19楠浦 裕太
（きのしま整
骨院）
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宮崎県告示第 378号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第55条において準用する同

法第49条の規定により、医療扶助のための施術を担当させる者を次

のとおり指定した。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 379号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項の規定

により、身体障害者手帳の交付申請に要する診断書を作成する医師

を次のとおり指定した。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫 宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第96条第１

項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が

あったので、当該免税証は無効とする。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 免税証の種類

20渥券

２ 用途

農業

３ 記号及び番号

E4701679〜E4701698

４ 有効期間

平成20年２月１日から平成21年１月31日まで

５ 免税証に記載した販売店の名称

ＪＡこばやし 出口給油所

６ 紛失年月日

平成20年４月27日

調理師法（昭和33年法律第 147号）第３条の２第１項の規定によ

り、平成20年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 試験の期日

平成20年７月29日（火曜日）

２ 試験の場所

第１試験場

宮崎県総合保健センター（宮崎市霧島１丁目１番地２）

ＪＡ・ＡＺＭホール（宮崎市霧島１丁目１番地１）

第２試験場

都城市コミュニティーセンター（都城市姫城町10街区７号）

指定年月日所 在 地氏 名
（名 称）

平成19年11月13日日向市日知屋 16350－４－
101

江藤 健一
（みなと針灸
整骨院）

指定年月日所 在 地氏 名
（名 称）

平成20年１月10日西諸県郡高原町蒲牟田5631
－８

丸山 芳昭
（霧島整骨院）

指定年月日診療科目

従事する医療機関

医師の氏名

所在地名 称

平成20年５

月１日

内科高鍋町医療法人宏

仁会海老原

総合病院

野 村 啓 子

平成20年５

月１日

外科日向市医療法人泉

和会千代田

病院

緒 方 賢 司

平成20年５

月１日

内科、神

経内科

日向市医療法人泉

和会千代田

病院

松 倉 茂

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 二 十 年 五 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 第 十 九 号

本 庁

各 出 先 機 関

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 職 員 表 彰 規 程 （ 平 成 元 年 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 二 条 中 「 功 績 表 彰 」 の 下 に 「 及 び 永 年 勤 続 表 彰 」 を 加 え 、 同 条

に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 永 年 勤 続 表 彰 は 、 二 十 年 表 彰 及 び 三 十 年 表 彰 と す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 知 事 が 」 を 削 る 。

第 十 一 条 を 第 十 二 条 と し 、 第 十 条 を 第 十 一 条 と す る 。

第 九 条 中 「 功 績 表 彰 」 の 下 に 「 又 は 永 年 勤 続 表 彰 」 を 加 え 、 同 条

を 第 十 条 と す る 。

第 八 条 を 第 九 条 と し 、 第 七 条 を 第 八 条 と す る 。

第 六 条 第 三 項 中 「 総 合 政 策 本 部 長 、 総 務 部 長 、 地 域 生 活 部 長 」 を

「 県 民 政 策 部 長 、 総 務 部 長 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

第 五 条 を 第 六 条 と し 、 第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一

条 を 加 え る 。

（ 永 年 勤 続 表 彰 ）

第 四 条 二 十 年 表 彰 は 、 二 十 年 以 上 在 職 し た 職 員 で 勤 務 成 績 が 良 好

な も の に つ い て 、 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。

２ 三 十 年 表 彰 は 、 三 十 年 以 上 在 職 し た 職 員 で 勤 務 成 績 が 良 好 な も

の に つ い て 、 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。

別 記 様 式 中 「 」 を 「 」 に 、 「

」 を 「 」 に 、 「 」 を 「

」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

訓訓 令令

第９条 第10条 第 ３ 条第 １ 項

第 号 第 条第 項第 号 業績

功績表彰にあっては、業績

公公 告告



宮 崎 県 公 報 平成 20年 ５ 月 22日（木曜日） 第 1983号

害 3害

第３試験場

日向市中央公民館（日向市中町１番31号）

３ 試験時間及び試験科目

４ 受験願書の受付期間

平成20年６月２日（月曜日）から６月13日（金曜日）まで

（土曜日及び日曜日を除き、午前９時から午後４時まで）

５ 受験願書の提出先

住所地又は就業施設の所在地を管轄する保健所（宮崎市保健所

を除く。以下同じ。）の長を経由して知事に提出すること。

６ 受験手数料

6,100円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

７ 合格発表

平成20年８月28日（木曜日）とし、合格者の受験番号を各保健

所にて公示する。

８ その他

詳細については、最寄りの保健所又は宮崎県福祉保健部衛生管

理課（電話0985-26-7077）に問い合わせること。

製菓衛生師法（昭和41年法律第 115号）第４条第１項の規定によ

り、平成20年度製菓衛生師試験を次のとおり実施する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 試験の期日

平成20年７月29日（火曜日）

２ 試験の場所

宮崎県総合保健センター（宮崎市霧島１丁目１番地２）

３ 試験時間及び試験科目

４ 受験願書の受付期間

平成20年６月２日（月曜日）から６月13日（金曜日）まで

（土曜日及び日曜日を除き、午前９時から午後４時まで）

５ 受験願書の提出先

住所地又は就業施設の所在地を管轄する保健所（宮崎市保健所

を除く。以下同じ。）の長を経由して知事に提出すること。

６ 受験手数料

9,400円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

７ 合格発表

平成20年８月28日（木曜日）とし、合格者の受験番号を各保健

所にて公示する。

８ その他

詳細については、最寄りの保健所又は宮崎県福祉保健部衛生管

理課（電話0985-26-7077）に問い合わせること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド宮崎花ヶ島店

宮崎市花ヶ島町瀬々町2600 外38筆

２ 意見の概要

特になし

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年５月22日から平成20年６月23日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

カリーノ宮崎

宮崎市橘通東四丁目８番１号

２ 意見の概要

特になし

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年５月22日から平成20年６月23日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

フレスポ宮崎花ヶ島

宮崎市花ヶ島町南土地区画整理事業地内２街区６画地 外17筆

２ 意見の概要

特になし

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

午後１時30分から午後３時30分まで時間

食文化概論 衛生法規 公衆衛生学 栄養学 食品学

食品衛生学 調理理論

科目

午後１時30分から午後３時30分まで時間

衛生法規 公衆衛生学 食品学 食品衛生学 栄養学

製菓理論及び実技（実技は、和菓子、洋菓子又は製パン

のいずれか１つを選択）

科目
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務所総務商工センター

芋 期間

平成20年５月22日から平成20年６月23日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

フレスポ宮崎花ヶ島

宮崎市花ヶ島町小物町2656番 外19筆

２ 意見の概要

特になし

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年５月22日から平成20年６月23日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、小林市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグストアモリ小林店・マックハウス小林店

小林市大字水流迫上之原 648番25 他５筆

２ 意見の概要

当該店舗の変更に伴う周辺地域の生活環境への影響については、

大規模小売店舗立地法第４条により、定める指針を満たしている

ので意見を有しない。

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年５月22日から平成20年６月23日まで

家畜商法（昭和24年法律第 208号）第４条の２第１項の規定によ

り、平成20年度家畜商講習会を次のとおり開催する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 開催の日時及び場所

２ 講習科目及び講習時間

茨 家畜の取引に関する法令 ４時間

芋 家畜の品種及び特徴 ４時間

鰯 家畜の悪癖、機能障害及び疾病６時間

３ 講習を受けることができる者

今後、家畜の取引業務を営もうとする者（資格のいかんを問わ

ない。）

４ 受講の手続

講習を受けようとする者は、家畜商講習会申込書に額面金額3,

300円の宮崎県収入証紙（消印しないもの）と写真をはり、平成20

年７月11日までに最寄りの農林振興局（西臼杵支庁管内にあって

は西臼杵支庁）に提出すること。

５ その他

詳細については、宮崎県農政水産部畜産課（電話0985（26）7139）

、西臼杵支庁又は農林振興局に問い合わせること。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

小丸川土地改良区（高鍋町）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

時 間場 所開催月日

受付 午前８時30分から

講習 午前９時から

宮崎市旭１丁目２番２号

宮崎県企業局１階ホール

平成20年

８月４日

午後５時まで及び５日

住 所氏 名役名

高鍋町大字持田4962番地永 友 国 起理 事

木城町大字椎木4244番地押 川 和 夫理 事

木城町大字高城 180番地泥 谷 久 光理 事

木城町大字高城 253番地７横 尾 峰 雄理 事

高鍋町大字上江2420番地赤 澤 英 徳理 事

高鍋町大字北高鍋4685番地２岩 切 正 美理 事

高鍋町大字上江4647番地１坂 本 弘 志理 事

高鍋町大字持田1968番地杉 好 晉理 事

高鍋町大字南高鍋6783番地黒 木 邦 男理 事

高鍋町大字蚊口浦19番地５永 友 祥 一理 事

高鍋町大字上江8225番地１興 梠 正 明理 事

木城町大字椎木4002番地９三 隅 英 二理 事

木城町大字椎木1857番地平 林 陽 一監 事

高鍋町大字上江1469番地１上 野 春 雄監 事
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（任期：平成24年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第10条第１項の規定により、宮崎市が行う土地改良事

業（天ヶ山地区、ため池等整備事業）の施行に同意した。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第10条第１項の規定により、宮崎市が行う土地改良事

業（古城下地区、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）の施行

に同意した。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第 113条の２第１項の規定

により、次のとおり土地改良事業の施行に伴う工事を完了した旨の

届出があった。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第１項の規定により、公共測量の実施について、防衛省九州防

衛局熊本防衛支局長から次のとおり通知があった。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 作業の種類

公共測量（地形図作成）

２ 作業期間

平成20年４月24日から平成20年７月31日まで

３ 作業地域

新田原飛行場及びその周辺

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

宮崎港曳船作業業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県中部港湾事務所総務課 宮崎市港１丁目18番地

３ 落札者を決定した日

平成20年３月27日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社ベイフロントハッコー 宮崎市港１丁目16番地

５ 落札金額

73,500.000円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成20年２月12日

落札者等の公告

随意契約の相手方を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年５月22日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 随意契約に係る調達件名及び数量

住 所氏 名役名

高鍋町大字持田4962番地永 友 国 起理 事

木城町大字椎木4244番地押 川 和 夫理 事

木城町大字高城 180番地泥 谷 久 光理 事

木城町大字高城 253番地７横 尾 峰 雄理 事

高鍋町大字上江2420番地赤 澤 英 徳理 事

高鍋町大字北高鍋4685番地２岩 切 正 美理 事

高鍋町大字上江4647番地１坂 本 弘 志理 事

高鍋町大字持田1968番地杉 好 晉理 事

高鍋町大字南高鍋6783番地黒 木 邦 男理 事

高鍋町大字蚊口浦19番地５永 友 祥 一理 事

高鍋町大字北高鍋1306番地佐 藤 健 司理 事

木城町大字椎木4002番地９三 隅 英 二理 事

木城町大字椎木1857番地平 林 陽 一監 事

高鍋町大字上江1469番地１上 野 春 雄監 事

完了年月日

工事が完了した事業届 出 者

事 業 名
市町

村名
地区名

市町

村名

事 業

主体名

平成20年３

月31日

ため池等整

備事業

延岡市助 田延岡市延岡市

完了年月日事 業 名市町村名地 区 名

平成20年３月10日農地保全整備事業延岡市上 崎

平成20年２月７日中山間地域総合農

地防災事業

美郷町立 石
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財務会計システム機器等賃貸借 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県会計管理局会計課出納決算担当 宮崎市橘通東２丁目10

番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成20年４月１日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

茨 富士通株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号

芋 日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番

１号

５ 随意契約に係る契約金額

105,907,788円

６ 随意契約によった理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第 372号）第10条第１項第２号に該当

企 業 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 二 十 年 五 月 二 十 二 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 窓 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 九 号

企 業 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 会 計 規 程 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 三 十 九 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 十 九 号 （ そ の 二 ） 中

「 工 事 執 行 方 法 」 を 「 契 約 方 法 」 に 、

「

を
」

「

に 、

」

「 設 計 書 、 図 面 及 び 仕 様 書 並 び に 」 を 「 設 計 図 書 及 び 」 に 、 「 の 規

定 を 守 り 」 を 「 に 従 い 、 」 に 、 「 工 事 請 負 約 款 」 を 「 工 事 請 負 契 約

約 款 」 に 、 「 契 約 者 」 を 「 請 負 者 」 に 改 め 、 「 上 記 」 の 下 に 「 の 」

を 加 え 、 同 様 式 の 次 に 次 の 三 様 式 を 加 え る 。

企業局企業管理規企業局企業管理規程程

その１第95条請書（一般）

様式第39号

その２第95条請書（工事）

その３第95条変更請書（工事）

その４第95条請書（測量等設計委託）

その５第95条変更請書（測量等設計委託）

請 負 金 額

請 負 金 額

（消費税及び地方消費税額 円を含む。）

円

円

うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税」は、消費税法第28条

第１項及び第29条の規定により算出したものに地方税法第72条

の82及び第72条の83の規定により算出したものを加えたもの

で請負額に５／ 105を乗じて得た額である。
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附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。
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落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年５月22日

県立宮崎病院長 豊 田 清 一

１ 落札に係る調達件名

県立宮崎病院清掃業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

県立宮崎病院総務課管理担当 宮崎市北高松町５番30号

３ 落札者を決定した日

平成20年３月26日

４ 落札者の氏名及び住所

第一ビル管理株式会社 宮崎市吉村町大町甲1990番地

５ 落札金額

72,660,000円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成20年２月12日

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年５月22日

県立延岡病院長 楠 元 志都生

１ 落札に係る調達件名

県立延岡病院清掃業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

県立延岡病院医事課財務担当 延岡市新小路二丁目１番地10

３ 落札者を決定した日

平成20年３月25日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区常盤町二丁目２番５

号

５ 落札金額

35,690,550円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成20年２月12日

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年５月22日

県立日南病院長 長 田 幸 夫

１ 落札に係る調達件名

県立日南病院清掃業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等

県立日南病院医事課財務担当 日南市木山一丁目９番５号

３ 落札者を決定した日

平成20年３月25日

４ 落札者の氏名及び住所

つやげん九州株式会社 都城市宮丸町3048番地1

５ 落札金額

24,570,000円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成20年２月12日

病院局公病院局公告告
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宮崎県収用委員会告示第２号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成20年５月22日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（都農インターチェン

ジ（仮称）から高鍋インターチェンジ（仮称）まで）並びにこれ

に伴う町道及び農業用道路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県児湯郡川南町大字川南

４ 土地所有者の氏名及び住所

金丸俊光

宮崎県児湯郡都農町大字川北4534番地 あさひ団地54-２-101

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

大番有限会社

宮崎県延岡市浜町 383番地

抵当権（平成16年11月16日受付第 10269号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成20年５月13日

宮崎県収用委員会告示第３号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用及び使用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成20年５月22日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（都農インターチェン

ジ（仮称）から高鍋インターチェンジ（仮称）まで）並びにこれ

に伴う町道及び農業用道路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県児湯郡都農町大字川北

収用委員会告収用委員会告示示

使用の裁決手続
の開始を決定す
る面積（釈）

収用の裁決手続
の開始を決定す
る面積（釈）

地 積（釈）地 目

地 番字

実 測公 簿現 況公 簿

23.60410.044,524.004,512.17宅地宅地7924番23尾立

裁決手続の開始
を決定する面積
（釈）

地 積（釈）地 目

地 番字

実 測公 簿現 況公 簿

2,289.944,381.184,308畑畑15027番１前ノ田

400.362,624.012,607畑畑15027番５前ノ田
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４ 土地所有者の氏名及び住所

有限会社清和商事

福岡県久留米市六ツ門町13番地の20

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

竹内彪二

福岡県福岡市城南区南片江三丁目12番32号

条件付所有権移転仮登記（平成12年４月７日受付第3832号）

差押（平成19年11月１日受付第8633号）

抵当権（平成12年４月７日受付第3831号）

条件付賃借権設定仮登記（平成12年４月７日受付第3833号）

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

差押（平成15年７月１日受付第6334号）

有限会社マクシマ

兵庫県神戸市長田区房王寺町七丁目１－７ ハイツ菊水１Ｆ

抵当権（平成15年５月６日受付第4505号）

有限会社菊山産業

熊本県熊本市昭和町１番１号

抵当権設定仮登記移転仮登記（平成19年５月１日受付第3443号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成20年５月13日

宮崎県収用委員会告示第４号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用及び使用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成20年５月22日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（都農インターチェン

ジ（仮称）から高鍋インターチェンジ（仮称）まで）並びにこれ

に伴う町道及び農業用道路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県児湯郡都農町大字川北

４ 土地所有者の氏名及び住所

有限会社東野興産

福岡県福岡市南区長丘五丁目４番１３号

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

有限会社マクシマ

兵庫県神戸市長田区房王寺町七丁目１－７ ハイツ菊水１Ｆ

抵当権（平成15年５月６日受付第4505号）

－593.513,342.703,319.64宅地宅地7924番29尾立

使用の裁決手続
の開始を決定す
る面積（釈）

収用の裁決手続
の開始を決定す
る面積（釈）

地 積（釈）地 目

地 番字

実 測公 簿現 況公 簿

19.38573.58652.70646.00宅地宅地7924番 128尾立

－447.171,007.221,000.17宅地宅地7924番 146尾立
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差押（平成20年１月18日受付第 384号）

有限会社菊山産業

熊本県熊本市昭和町１番１号

抵当権設定仮登記移転仮登記（平成19年５月１日受付第3443号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成20年５月13日

平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 付 け 県 公 報 （ 号 外 第 十 三 号 ） 中

正正 誤誤

ペ ー ジ

二
二 十 二

二 十 二

二 十 三

二 十 四

二 十 五

二 十 六

段
下

上
下

下
下

下
上

誤

用 地 対 策 課 技 術 企 画 課

宮 崎 県 別 特 職 報 酬 等 審 議 会

同 条 中 第 九 号 を 第 十 三 号 と し

商 工 観 光 労 働 部 観 光 交 流 局 観 光 推 進 課

正

用 地 対 策 課 技 術 企 画 課

宮 崎 県 特 別 職 報 酬 等 審 議 会

同 条 中 第 九 項 を 第 十 三 項 と し

商 工 観 光 労 働 部 観 光 交 流 推 進 局 観 光 推 進 課

公 務 災 害

補 償 等 認

定 委 員 会

の 審 議 に 関 す る 事 務

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公

務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四

十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 三

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 災 害 が 公 務 又

は 通 勤 に よ り 生 じ た も の で あ る か ど

う か の 認 定 に 対 し て 意 見 を 述 べ る 事

務

総 務 部 人 事

課

宮 崎 県 生

活 衛 生 適

正 化 審 議

会

生 活 衛 生 関 係 営 業 の 運 営 の 適 正 化 及

び 振 興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年

法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 五 十 八 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 同 法 の 施 行 に 関 す る

重 要 事 項 の 調 査 審 議 及 び 同 条 第 四 項

の 規 定 に よ る 同 法 の 施 行 に 関 す る 事

項 に つ い て の 関 係 各 行 政 機 関 等 に 対

す る 建 議 に 関 す る 事 務

福 祉 保 健 部

衛 生 管 理 課

宮 崎 県 生

活 衛 生 適

正 化 審 議

会
宮 崎 県 感

染 症 対 策

審 議 会

生 活 衛 生 関 係 営 業 の 運 営 の 適 正 化 及

び 振 興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年

法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 五 十 八 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 同 法 の 施 行 に 関 す る

重 要 事 項 の 調 査 審 議 及 び 同 条 第 四 項

の 規 定 に よ る 同 法 の 施 行 に 関 す る 事

項 に つ い て の 関 係 各 行 政 機 関 等 に 対

す る 建 議 に 関 す る 事 務

宮 崎 県 感 染 症 対 策 審 議 会 条 例 （ 平 成

十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 十 一 号 ） 第 二 条

の 規 定 に よ る 予 防 計 画 の 策 定 及 び 変

更 そ の 他 感 染 症 対 策 に 関 す る 重 要 事

項 を 調 査 審 議 す る 事 務

福 祉 保 健 部

衛 生 管 理 課

福 祉 保 健 部

健 康 増 進 課

児 童 相 談 所

み や ざ き 学 園

県 立 産 院

所 長 課 長

園 長 副 園 長

院 長 主 任

児 童 相 談 所 所 長 課 長

の 審 議 に 関 す る 事 務
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